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産前産後休業期間中産前産後休業期間中産前産後休業期間中産前産後休業期間中保険料免除制度保険料免除制度保険料免除制度保険料免除制度    

平成２６年４月施行の健康保険法・厚生年金保険法の改正に

よって、産前産後休業をした健康保険・厚生年金保険の被保険

者について、今までの育児休業と同じような「休業期間中の保

険料免除」および「休業を終了した際の標準報酬月額の改定」

の制度が創設されました。その概要を紹介します。 

子を出産・養育する従業員の保険料の免除制度などの拡充 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 産前産後休業期間中の保険料免除 

平成２６年４月３０日以降に産前産後休業が終了となる被

保険者（４月分以降の保険料）が対象となります。 

・産前産後休業期間中の保険料（会社負担分を含む全額）が

免除されます。 

・被保険者が産前産後休業取得について事業主へ申出を行

い、事業主が「健康保険・厚生年金保険産前産後休業取得

者申出書」を日本年金機構へ提出します（電子申請も可） 

・産前産後休業期間中の保険料の免除を受けている被保険者

が、出産によって産前産後休業期間に変更があった場合、

または産前産後休業終了予定日前に産前産後休業を終了

した場合には、事業主が「健康保険・厚生年金保険産前産

後休業取得者変更（終了）届」を日本年金機構へ提出（電

子申請も可）し、その旨を届け出る必要があります 

 

２ 産前産後休業を終了した際の標準報酬月額の改定 

平成２６年４月１日以降に産前産後休業が終了となる被保

険者が対象となります。 

・産前産後休業終了後に報酬が下がった場合は、産前産後休

業終了後の３か月間の報酬月額をもとに、新しい標準報酬

月額が決定され、その翌月から改定されます 

・被保険者が申出書を事業主に提出し、事業主が『健康保険・

厚生年金保険産前産後休業終了時報酬月額変更届』を日本

年金機構へ提出します 

注：産前産後休業を終了した月の翌月に引き続いて育児休業

を開始した場合は提出できません 
 

子どもを出産・養育する従業員について、４月から拡充され

た部分を２つ紹介しました。手続き方法など詳細についてはお

気軽にご相談ください。 
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新設 

改
正
安
衛
法
案
に
盛
り
込
ま
れ
て
い
る 

「
ス
ト
レ
ス
チ
ェ
ッ
ク
」
実
施
に
よ
る
企
業
へ
の
影
響 

改
正
法
案
の
内
容 

今
国
会
で
成
立
す
る
見
込
み
の
「
改
正
労
働
安
全

衛
生
法
案
」
で
す
が
、
そ
の
主
な
内
容
は
次
の
通
り

と
な
っ
て
い
ま
す
。 

①
化
学
物
質
管
理
の
あ
り
方
の
見
直
し 

②
ス
ト
レ
ス
チ
ェ
ッ
ク
制
度
の
創
設 

③
受
動
喫
煙
防
止
対
策
の
推
進 

④
重
大
な
労
働
災
害
を
繰
り
返
す
企
業
へ
の

対
応 

⑤
外
国
に
立
地
す
る
検
査
機
関
等
へ
の
対
応 

制
度
の
概
要 

上
記
①
～
⑤
の
う
ち
、
最
も
注
目

さ
れ
て
い
る
項
目
は
②
の
「
ス
ト
レ

ス
チ
ェ
ッ
ク
制
度
の
創
設
」
で
す

が
、
そ
の
内
容
は
次
の
通
り
で
す
。 

・
労
働
者
の
心
理
的
な
負
担
の
程
度

を
把
握
す
る
た
め
の
、
医
師
・
保

健
師
等
に
よ
る
ス
ト
レ
ス
チ
ェ
ッ

ク
の
実
施
（
希
望
者
の
み
）
を
事

業
者
に
義
務
付
け
る
。
た
だ
し
、

従
業
員
50
人
未
満
の
事
業
場
に

つ
い
て
は
当
分
の
間
努
力
義
務
と

す
る 

 

・
ス
ト
レ
ス
チ
ェ
ッ
ク
を
実
施

し
た
場
合
に
は
、
事
業
者

は
、
検
査
結
果
を
通
知
さ
れ

た
労
働
者
の
希
望
に
応
じ

て
医
師
に
よ
る
面
接
指
導

を
実
施
し
、
そ
の
結
果
、
医

師
の
意
見
を
聴
い
た
う
え

で
、
必
要
な
場
合
に
は
、
作

業
の
転
換
、
労
働
時
間
の
短

縮
そ
の
他
の
適
切
な
就
業

上
の
措
置
を
講
じ
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
こ
と
と
す
る 

企
業
へ
の
影
響 

改
正
法
案
が
成
立
し
た
場

合
、
企
業
に
は
ど
の
よ
う
な
影

響
が
あ
る
の
で
し
ょ
う
か
？ 

 

ま
ず
、
ス
ト
レ
ス
チ
ェ
ッ

ク
は
健
康
診
断
の
際
に
行
わ

れ
る
こ
と
が
想
定
さ
れ
る
た

め
、
健
診
項
目
が
増
え
る
こ

と
に
よ
り
健
診
に
か
か
る
費

用
が
ア
ッ
プ
す
る
（
企
業
の

負
担
が
増
え
る
）
こ
と
が
考

え
ら
れ
ま
す
。
ま
た
、
今
ま

で
潜
在
化
し
て
い
た
従
業
員

の
精
神
疾
患
（
う
つ
病
な
ど
）

が
ス
ト
レ
ス
チ
ェ
ッ
ク
の
実

施
を
契
機
に
顕
在
化
す
る
こ

と
も
考
え
ら
れ
ま
す
の
で
、

こ
れ
ら
の
従
業
員
へ
の
対
応

（
労
働
時
間
の
短
縮
、
担
当

業
務
の
見
直
し
、
休
職
制
度

の
適
用
、
労
災
申
請
へ
の
対 

応
等
）
が
迫
ら
れ
る
可
能
性

も
あ
り
ま
す
。 

い
ず
れ
に
し
て
も
、
施
行

日
（
ス
ト
レ
ス
チ
ェ
ッ
ク
制

度
の
創
設
に
つ
い
て
は
「
公

布
か
ら
１
年
６
カ
月
」）
に
向

け
、
対
応
を
検
討
し
て
お
く

こ
と
が
必
要
だ
と
言
え
る
で

し
ょ
う
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職場のメンタルヘルス対策セミナーを開催しました！ 

日 時：平成 26 年 4 月 25 日（金） 

参加者：22 名 

場 所：福岡県博多区 

講 師：上田正順・池田裕輔 

 
一面の記事にもありますように、今国会で成立

見込みの「改正労働安全衛生法案」に伴い、企

業ではメンタルヘルスに関する早めの準備が必

要と考えられます。そこで今回ブレインスターでは、

医療福祉系の法人様の経営者・管理職を対象

に「職場のメンタルヘルス対策セミナー」を福岡で

開催いたしました。セミナーでは当社代表上田よ

り経営者・管理職には欠かせないメンタルヘルス

対策の基本から、実践場面での応用など実例を

交えながらお話しさせて頂きました。また、この改

正法案によると、メンタルヘルス検査の結果につ

いては、労働者の同意を得ないで、その内容を

医師又は保健師から事業者への提供することは

禁止されています。つまり、検査を行った医師等

は、労働者のストレスに関連する症状や不調の

状況、面接指導の要否などは原則として事業者

には伝えないということです。この点は特に問題

で、検査の結果、たとえば重度の不調者と判定

された者に事業者が対応するような場合には、何

も情報がなければ適切な対応をとることが困難に

なります。したがって、できる限り労働者の同意を

得て、必要な情報を得るようにする仕組みを構築

することが求められます。そこで、この改正法案に

対応できるように休職制度の設計の見直し、メン

タルヘルス・休職・復職規程とその他書式の整 

備についても、最新の資料をお配りして、具体的な

対策方法についてもご説明しました。また、医療福

祉系の職場では、ストレスが原因でメンタルヘルス

不調者の発生が増えてきています。そこで、当社の

CUBIC 適性検査を活用してストレス耐性の見極め方

やメンタルケアが必要な職員・組織の見極め方な

どについてご紹介しました。ご参加された方の中に

は、現にメンタルヘルス不調者の対応に困られて

いてお話しした内容や資料を参考に今後の対策に

ついて、すぐに法人内で検討されるとのことでした。 

メンタルヘルス対策で大切なことは、規定の整

備などの前準備とメンタル不調者を生まない環境

づくりです。まだ、メンタルヘルス対策がお済みでな

い、対策に不安があるなどの法人様は、ぜひブレイ

ンスターにご相談ください。 

また、この「職場のメンタルヘルス対策セミナー」

は熊本、鹿児島での開催も計画しております。 

 

２０分で８時間分の疲労回復効果!? 侮れない「昼寝」の効用 

健康づくりのための「睡眠」のポイント 

11 年ぶりに改定されることとなった「健康づくりのための睡眠指針」では、若年・勤労・熟年の世代別に、年齢等に応

じた睡眠のポイントを示しています。勤労世代については、疲労回復・能率アップのため、毎日６時間以上８時間未満の

睡眠を取るようアドバイスしています。 

短時間睡眠「パワーナップ」の効用 

「パワーナップ」とは、アメリカの社会心理学者ジェームス・マースが提唱する睡眠法で、時間当たりの睡眠の効用を

最大限に引き出す方法とされています。昼食後、午後３時までの間に 20 分の仮眠を取ると、８時間寝たのと同じくらい

の疲労回復効果があり、その後の作業効率が上がるとしています。アメリカ海兵隊にも取り入れられるほど浸透している

ようで、オーストラリアでもドライバーの疲労による事故リスクを軽減するため、15 分ほどのパワーナップを勧めている

ところがあるそうです。 

職場で実践する場合のやり方 

最も効果的なのは、昼休みの前半にランチを食べ、コーヒーを飲んでから後半に 20 分の昼寝をする方法です。寝る前

にコーヒーを飲む理由は、コーヒーに含まれるカフェインの効果が目覚める頃に現れるようにするためです。寝る時の姿

勢は、椅子にもたれるか机に突っ伏すのが良いとされています。横になるとすぐに深い眠りに落ちてしまい、20 分で起き

るのが難しくなってしまうからです。そして、最も重要なのは「20 分」という時間を守ることです。昼寝時間が長くなる

と深い睡眠に入ってしまい、起きることが難しくなってしまいますし、夜の睡眠にも悪影響が出てしまいます。 

睡眠不足が続いて疲れを感じるというときには、ぜひ試してみてください。 

鍋ケ滝ライトアップ   2 日～6日 18:00～21:00（予定） 
 

滝の裏側を通れる「裏見の滝」で知

られる鍋ケ滝が、ゴールデンウィー

ク期間中、裏側から幻想的にライト

アップされます。 
※3 日～6 日 18:00～20:30 はシャトルバス

運行のため、駐車場は利用できません 

料金：協力金 200 円ライトアップ時のみ 



 

  

中
小
企
業
に
お
け
る
「賃
金
」と
「雇
用
」の
状
況 

外
に
も
大
企
業
よ
り
も
中
小
企
業

の
ほ
う
が
高
く
、
48
％
で
し
た
。 

改
善
内
容
に
つ
い
て
は
、
「
ベ
ー
ス

ア
ッ
プ
」
（
34
％
）
、
「
賞
与
（
一
時

金
）
」
（
28
％
）
が
上
位
を
占
め
ま

し
た
が
、
こ
ち
ら
も
中
小
企
業
の

ほ
う
が
割
合
は
高
く
、
「
ベ
ー
ス
ア
ッ

プ
」
（
36
％
）
、
「
賞
与
（
一
時
金
）
」

（
28
％
）と
な
り
ま
し
た
。 

３
社
に
１
社
は
給
与
水
準
ア
ッ
プ 

ま
た
、
日
本
政
策
金
融
公
庫
総

合
研
究
所
が
行
った
「全
国
中
小
企

業
動
向
調
査
」
の
結
果
で
は
、
正
社

員
の
給
与
水
準
（平
成
25
年
12
月

時
点
）
を
前
年
同
月
と
比
較
し
、

「
ほ
と
ん
ど
変
わ
ら
な
い
」
と
回
答

し
た
企
業
の
割
合
が
64
％
で
最
も

多
か
っ
た
の
で
す
が
、
「
上
昇
し
た
」

と
答
え
た
企
業
の
割
合
も
34
％
あ

り
ま
し
た
。
賞
与
に
つ
い
て
も
、
「
ほ

と
ん
ど
変
わ
ら
な
い
」
と
回
答
し
た

企
業
の
割
合
が
56
％
で
最
も
高
か

っ
た
の
で
す
が
、
「
増
加
」
と
答
え
た

企
業
も
29
％
あ
り
ま
し
た
。 

賃
金
総
額
（
平
成
25
年
12
月

時
点
）の
前
年
同
月
比
は
、
「増
加
」

と
答
え
た
企
業
の
割
合
が
46
％
、

「
ほ
と
ん
ど
変
わ
ら
な
い
」
が
44
％

で
し
た
。 

３
割
の
企
業
で
正
社
員
増
加 

次
に
、
従
業
員
数
（
平
成
25
年

12
月
時
点
）
の
前
年
同
月
比
は
、

正
社
員
で
は
「
変
わ
ら
な
い
」
と
答

え
た
企
業
の
割
合
が
51
％
、
「
増

加
」
と
答
え
た
企
業
の
割
合
は

32
％
で
し
た
正
社
員
が
増
加
し
た

理
由
を
見
る
と
、
「
将
来
の
人
手
不

足
に
備
え
る
た
め
」が
47
％
で
ト
ッ 

プ
、
「
受
注
・
販
売
が
増
加
し
た
た

め
」
（
36
％
）
、
「
受
注
・
販
売
が
今

後
増
加
す
る
見
通
し
の
た
め
」

（
29
％
）が
続
き
ま
し
た
。 

一
方
、
正
社
員
が
減
少
し
た
理

由
に
つ
い
て
は
、
「
退
職
者
・
転
職
者

が
あ
っ
た
が
人
員
補
充
で
き
な
か
っ

た
た
め
」
が
65
％
で
ト
ッ
プ
、
「
受

注
・
販
売
が
減
少
し
た
た
め
」

（
17
％
）
、
「
も
と
も
と
人
員
が
過

剰
だ
っ
た
た
め
」
（
10
％
）
が
続
い
て

い
ま
す
。 

中
小
企
業
の
ほ
う
が
前
向
き
？ 

帝
国
デ
ー
タ
バ
ン
ク
が
発
表
し
た

「
平
成
26
年
度
の
賃
金
動
向
に
関

す
る
企
業
の
意
識
調
査
」の
結
果
に

よ
る
と
、
賃
金
改
善
を
見
込
ん
で
い

る
企
業
の
割
合
は
約
46
％
（
前
年

度
比
７
ポ
イ
ン
ト
増
）
で
、
平
成
18

年
の
調
査
開
始
以
降
、
最
高
の
見

通
し
と
な
った
そ
う
で
す
。 

賃
金
改
善
が
「
あ
る
（
見
込
み
を

含
む
）」と
回
答
し
た
割
合
は
、
意 

最新情報最新情報最新情報最新情報    育児休業給付金支給率引上げ育児休業給付金支給率引上げ育児休業給付金支給率引上げ育児休業給付金支給率引上げ

雇用保険法の改正により、平成２６年４月

開始した被保険者を対象に、育児休業給付金

れることになりました。 

育児休業の更なる取得を促進し、職業生活

促進するために、育児休業期間中の経済的支援

的です。概要を確認しておきましょう。 

 

育児休業給付金の見直し 
 

１ 育児休業給付金の概要 

 

育児休業給付金は、育児休業を取得 

した一定の雇用保険の被保険者に、そ 

の休業期間中、休業前賃金の一定割合 

を支給するものです。 

（具体的な支給額は下記参照） 

給付対象となる育児休業の期間は、原則として

るまでです。（子を出産した妻の場合は、産後休業

だし、夫婦で取得すれば、子が１歳２か月に

ます。（さらに、保育所の空きがない場合などには

に達するまでに延長されることもあります）

 

２ 育児休業給付金の支給額 

 

具体的な計算式は、次のとおりです。今回

通算して１８０日に達するまでの間（おおむね

が引き上げられました。 

 

育児休業給付金＝休業開始時賃金日額×支給日数

 

育児休業を開始した日から起算した休業日数

通算１８０日に達するまでの間 

通算１８１日目以降 

 

〈補足〉夫婦で育児休業を取得すれば、６７％相当額

むね１年分（子の母につきおおむね６か月分

６か月分）受給できることになります。 

 

注：支給単位期間に賃金の支払があった場合

給付金の額」が「休業前賃金（休業開始時賃金日額

の８０％」を超えないように、育児休業給付金

こととされています。また、「賃金の額」が

以上であるときは、育児休業給付金は支給

ています。 

 

産前産後休業の期間については、雇用保険

んが、健康保険から出産手当金という給付が

っていて、きちんと手続きを行えば、子どもを

員に対して、国が経済的支援をしてくれます

忘れずに手続きを行いましょう。 

育児休業給付金支給率引上げ育児休業給付金支給率引上げ育児休業給付金支給率引上げ育児休業給付金支給率引上げ    

月１日以降に育児休業を

育児休業給付金の支給率が引き上げら

職業生活の円滑な継続を援助、

経済的支援を強化することが目

として、子が１歳に達す

産後休業の期間を除く）た

に達するまでに延長され

どには、子が１歳６か月

） 

今回の改正で、休業日数が

おおむね６か月間）の支給率

＝休業開始時賃金日額×支給日数（原則３０日）×支給率 

育児休業を開始した日から起算した休業日数 支給率 

６７％ 

５０％ 

相当額の給付金を、最大でおお

月分＋子の父につきおおむね

 

場合、「賃金の額＋育児休業

休業開始時賃金日額×支給日数）

育児休業給付金の額を調整する

が「休業前賃金の８０％」

支給されないことになっ

雇用保険からの給付はありませ

が行われます。制度を知

どもを出産・養育する従業

をしてくれます。活用できるものは、



 

お仕事カレンダー

・一括有期事業開始届の提出（建設業）

主な対象事業：概算保険料 160 万円未満

額が 1億 9000 万円未満の工事 

・４月分の源泉所得税、住民税特別徴収税

5/10 

・４月分健康保険料・厚生年金保険料の

・自動車税の納付 

・３月決算法人の確定申告・９月決算法人

・６月・９月・12 月決算法人の消費税の

・確定申告税額の延納届出による延納税額

2/28 

大学生・大学院生 

「働きたい組織」の特徴は？
 

アンケート調査の結果から 
株式会社リクルートキャリア：就職みらい研究所

組織の特徴」に関するアンケート調査の結果が公表

アンケートは、平成 27 年３月卒業予定の大学・

千人）を対象に行われました（回収数約９千４百人

大学生（全体）の働きたい組織の特徴は、「コミュニケーションが

密で、一体感を求められる」「仕事と私生活のバランスを

トロールできる」「ウェットな人間関係で、プライベートも

定し、確実な事業成長を目指している」「周囲に

く、刺激を受けられる」などの回答が多くを占めたとのことです

 

属性別の特徴  
 属性別の特徴は次の通りです。 

・大学生（男性・文系） 

⇒「全国や世界など、幅広い地域で働く」「評価

て給与が大きく変化する」などの価値観が特徴

・大学生（男性・理系） 

⇒「これまでの経験（学業など）を活かして成長

主導で事業運営が行われている」などの価値観

・大学生（女性・文系） 

⇒「評価の良し悪しによって給与があまり変化

入が得られる」「これまでの経験（学業など

ロから学べる」などの価値観が特徴 

・大学生（女性・理系） 

⇒「これまでの経験（学業など）を活かして成長

良し悪しによって給与があまり変化せず、安定的

れる」などの価値観が特徴 

・大学院生（全体） 

⇒「これまでの経験（学業など）を活かして成

有の技術や商品、ブランド、ノウハウなどが

「歴史や伝統がある企業である」「全国や

地域で働く」などの価値観が特徴 

 

今年の新入社員は“自動ブレーキ装置”タイプ
日本生産性本部から発表された平成26年度

徴」は、「頭の回転は速いものの、困難な壁はぶつかる

回避する傾向がある」とし、“自動ブレーキ装置”

した。何事も安全運転の傾向があり、人を傷つけない

が、どこか馬力不足との声もあるようですが、安心感

る環境の中でこそ力を発揮できるのは、どんな時代

ことなのかもしれません。 

お仕事カレンダー 

）  

万円未満でかつ請負金

住民税特別徴収税の納付 

の納付 

月決算法人の中間申告 

の中間申告 

延納税額の納付 

４月以降労働・社会保険事務で４月以降労働・社会保険事務で４月以降労働・社会保険事務で４月以降労働・社会保険事務で

留意すべき改正点留意すべき改正点留意すべき改正点留意すべき改正点「働きたい組織」の特徴は？ 

研究所から、「働きたい

公表されました。この

・大学院生（34 万８

百人）。 

コミュニケーションが

のバランスを自分でコン

プライベートも仲が良い」「安

に優秀な人材が多

めたとのことです。 

評価の良し悪しによっ

特徴 

成長できる」「経営者

価値観が特徴 

変化せず、安定的な収

など）とは無関係に、ゼ

成長できる」「評価の

安定的な収入が得ら

成長できる」「企業固

ノウハウなどが強みとなっている」

や世界など、幅広い

今年の新入社員は“自動ブレーキ装置”タイプ 
年度の「新入社員の特

はぶつかる前に未然に

”タイプと命名されま

つけない安心感はある

安心感と刺激が得られ

時代にも共通している

労働保険関係 

育児休業給付の支給率

給付割合）が、休業開始後

67％に引き上げられます。 

また、教育訓練給付金が

指定講座を受ける場合の支給額

ら４割に引き上げられ、資格取得等

びついた場合はさらに受講費用

す。 

また、再就職後６カ月以上職場

件に、離職前の賃金よりも再就職後

場合には、再就職手当の他

限あり）が支給されます。 

この他、特定理由離職者等

日数に関する暫定措置が、

 

年金保険・企業年金関係 
2014 年度の国民年金保険料

また、2014 年度の年金額

64,400 円となり、４月分の年金

わります。 

さらに、４月１日以降に妻

遺族基礎年金が支給されることとなった

中の保険料免除制度が４月

なるのは４月 30 日以後に産休

す。 

この他、厚生年金基金制度

定めた、いわゆる「厚生年金基金見直

より施行されています。 

 

医療保険関係 

３月末までに 70 歳に達している

歳の方の医療費の窓口負担

ますが、高額療養費の自己負担限度額

え置かれることとなります。 

また、後期高齢者医療

2014 年度から 2015 年度の

額 5,668 円（見込）となります

 

介護保険関係 

第２号被保険者が負担

均 5,273 円（見込）となりますが

保険者の加入する健康保険

す。 

おとうさんじゃな

くて、ヒナです♬ 

お隣は、代表の長女

ナオちゃんです❤ 

４月以降労働・社会保険事務で４月以降労働・社会保険事務で４月以降労働・社会保険事務で４月以降労働・社会保険事務で    

留意すべき改正点留意すべき改正点留意すべき改正点留意すべき改正点 

支給率（休業前の賃金に対する

休業開始後６カ月の間は、50％から

 

が拡充され、厚生労働省の

支給額が受講費用の２割か

資格取得等のうえで就職に結

受講費用の２割を追加支給しま

月以上職場に定着することを条

再就職後の賃金が下がった

他に就業促進定着手当（上

特定理由離職者等の失業等給付の給付

、３年間延長されました。 

 
国民年金保険料は 15,250 円です。 

年金額は、0.7％引き下げられて

年金が支給される６月から変

妻が死亡した父子家庭にも

されることとなった他、産休期間

月からスタートし、この対象と

産休が終了する被保険者で

厚生年金基金制度の原則 10 年後廃止を

厚生年金基金見直し法」が４月１日

している方を除いて、70～74

窓口負担が本来の２割負担となり

自己負担限度額については据

 

後期高齢者医療の保険料率が改定され、

の保険料額は全国平均で月

となります。 

負担する介護保険料が月額平

となりますが、実際の保険料額は被

健康保険の種類によって異なりま


